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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の  

一部改正について   

今般、「診療報酬の算定方法」（平成18年厚生労働省告示第92号）が公布され、平  

成18年4月1日より適用されることに伴い「療養の給付と直接関係ないサービス等の  

取扱いについて」（平成17年9月1日保医発第0901002号）の一部を下記のとおり改  

正し、同日より適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し  

て周知徹底を図られたい。  

2の（5）のオを削る。   



（参考）  

2 療養の給付と直接関係ないサービス等   

療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げ  

られること。  

（5）その他   

ア 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料   

イ 日本語を理解できない患者に対する通訳料   

ウ 他院より借りたフイルムの返却時の郵送代   

二 院内併設プールで行なうマタニティースイミングに係る費用   


